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くきふれあいタクシー（補助タク）

 

 

 

 

 

 

 

 

対象エリア 市内、市内⇔市外 （市外から市外は除く） 

※２ページに記載のある、運行事業者による運行に限ります。 

対象日及び時間 月～土曜日の午前９時～午後５時 

          ※日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）は対象外 

           ※電話は午前９時～午後４時３０分を目安にお願いします 

利用対象者及び

利用登録申請 

久喜市に住民登録のある下記の方 

【電子申請】右の二次元コードから申請   

【窓口・郵送】申請先：交通住宅課または各行政センター 

申請書とともに、下記の利用対象者確認書類の写しの提出してください。 

 
 利用対象者 利用対象者確認書類 

１ ７５歳以上の方 
官公署から発行された氏名・

生年月日が確認できるもの 

２ 身体障害者手帳の交付を受けている方（１～３級） 身体障害者手帳 

３ 療育手帳の交付を受けている方（Ⓐ・A・B） 療育手帳 

４ 
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 

（１・２級） 
精神障害者保健福祉手帳 

５ 要介護認定を受けている方（１～５） 
介護保険被保険者証 

６ 要支援認定を受けている方（１・２） 

７ 

指定難病医療受給者証、特定疾患医療受給者証、指定疾

患医療受給者証、県単独指定難病医療受給者証または小

児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方 

各受給者証 

８ 
妊産婦（母子健康手帳を交付された方で出産予定日３か

月後まで） 
母子健康手帳 

※介助者等の付き添いの方は、同乗できます。 

※２～４の方は、確認書類としてミライロ ID も可です。 

  

久喜市役所 交通住宅課 

〒３４６－８５０１  埼玉県久喜市下早見８５－３ 

電話０４８０－２２－１１１１ 

高齢者・障がい者等の皆様のお出かけに 

令和８年３月１６日現在 
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利用料金 下表のとおり 

 

通常料金の場合 障がい者割引を受ける場合 

タクシー料金 利用者負担額 タクシー料金 利用者負担額 

1,000円、1,100円 600円 950円 500円 

1,200円、1,300円 700円 1,040円、1,130円 600円 

1,400円 800円 1,220円、1,310円 ７００円 

1,500円～1,700円 900円 1,400円、1,490円 800円 

1,800円 1,000円 1,580円、1,670円 ９００円 

1,900円、2,000円 1,100円 1,760円 1,000円 

2,100円 1,200円 1,850円、1,940円 1,100円 

2,200円、2,300円 1,300円 2,030円、2,120円 1,200円 

2,400円、2,500円 1,400円 2,210円、2,300円 1,300円 

2,600円、2,700円 1,500円 2,390円、2,480円 1,400円 

2,800円、2,900円 1,600円 2,570円、2,660円 1,500円 

3,000円 1,700円 2,750円、2,840円 1,600円 

3,100円、3,200円 1,800円 2,930円、3,020円 1,700円 

3,300円、3,400円 1,900円 3,110円、3,200円 1,800円 

3,500円以上 
タクシー料金から

1,500円を引いた額 

3,290円、3,380円 1,900円 

  3,470円 2,000円 

  
3,560円以上 タクシー料金から 

1,500円を引いた額 

※ふれあいタクシー(補助タク)利用時のタクシー料金には、迎車料金（500 円）が加算されています。 

※障がい者割引は、該当者に適用されます。 

※福祉タクシー利用券は、利用者負担額から差し引きます。 

 

利用できるタクシー会社 下記の７社が運行します 
 

主な運行区域 会社名 電話番号 

久喜地区 

㈱冨士タクシー ０４８０－２１－０９８０ 

㈲久喜タクシー ０４８０－３１－７０５５ 

㈲上河原観光 ０４８０－５３－８７１８ 

久喜及び菖蒲地区 菖蒲タクシー㈲ ０４８０－８５－０００６ 

栗橋地区 
栗橋構内野本タクシー㈲ 

０４８０－５２－０６７０ 
栗橋タクシー㈲ 

鷲宮地区 ㈱鷲宮タクシー ０４８０－５８－０８４０ 

※予約はできません。利用する直前にお電話をお願いします。 

※補助タクとして同時に運行できる車両の台数は、１事業者当たり２台までです。 
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①申請書に必要事 

項を記入。 

 

②交通住宅課又は各行政セ

ンターに申請。 

（利用対象者確認書類を

確認します） 

 

※郵送及び代理申請も可。 

※郵送申請の場合は、ご本

人を確認できる書類の写

しを添付してください。 

③市から自宅に利用

登録証を郵送。 

 

※申請受付後、利用

登録証の発行まで

１週間から１０日

間かかります。 

 

ご利用の流れ① ご利用には事前に利用登録申請が必要です 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ご利用の流れ② ご利用にはタクシー会社への電話が必要です 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

④目的地へ到着しました

ら乗務員に料金をお支

払いください。 

①お手元に利用登録証を準備のうえ 

２ページ「電話番号」に連絡をして 

ください。 

 

 

 

 

 

 

※電話の際には、 

必ず、上記の項目をお話しください。 

③タクシー車両がお迎えにあがりま

す。 

 

※乗車する際には「利用登録証」を

提示してください。 

②電話を受けた会社で 

受付します。 

それでは、これから○○に

お迎えに伺います。 
①くきふれあいタクシー 
をお願いします。 

②登録番号 

③氏名 
④どこから 
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時期や気象条件にもよりますが、午前中に需要が集中するため、比較的空いている午後の

時間帯の利用をご検討ください。 

 

 

 

 
くきふれあいタクシー 

（補助タク） 
デマンド交通（くきまる） 
※菖蒲地区、栗橋・鷲宮地区 

登録証 あり なし 

登録証の提示 乗車時に運転手に提示 なし 

利用申込の電話 必要 必要 

申込み電話番号 
２ページのタクシー会社から、 
お選びください 

予約センター 
0120-337-990（フリーダイヤル） 
※FAX、インターネット予約可 

利用料金 ２ページの表を参照 
菖蒲エリアから新久喜総合病院
までの運賃を除き定額５００円 

目的地 ご自由に指定してください 
運行エリア内の乗降ポイントに
限ります 

利用のヒント 補助タクを上手に利用するために 

Ｑ＆Ａ よくあるご質問 

Q1. 利用登録証の有効期限が切れたらどうすればよいか？ 

A1. 障害者手帳、介護保険被保険者証、各受給者証に基づき、有効期限を設定してお

ります。そのため、手帳等を更新する際は、利用登録証の更新手続きも必要です。 

※手帳等の更新中で等級や有効期限が不明な場合は、暫定的に３か月後の有効期限 

で利用登録証を発行します。新しい手帳等がお手元に届きましたら、再度更新の手 

続きをお願いします。 

※７５歳以上の区分で申請された方は有効期限がありません。 

 

Q2. 福祉タクシー券は１回の利用で何枚まで使えますか？ 

A2. 利用者支払額が１，０００円以上になる場合は、１回の利用につき２枚まで使用

できます。 

 

ご注意ください デマンド交通（くきまる）との違いを確認ください 


